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送別会でお酒を飲んで酔っ払っても、道路を歩くときは交通ルールを守らなけれ
ばいけません。

○ 道路上で寝込まない！
○ 道路に飛び出さない！
○ 赤信号無視をしない！
○ 横断歩道がない場所を横断しない！
○ 斜め横断をしない！
○ 自身の酒量をわきまえてお酒を飲みましょう。
○ 同席者は酔いつぶれた人を介抱しましょう。

アルコールは、脳の働きを麻痺させます。
酒に酔うと、顔が赤くなる、多弁になる、視力が低下する、同じ話を

繰り返す、足下がふらつくなどします。
このように、飲酒時は、安全な行動に必要な情報処理能力、注意力、判断力など

が低下します。

自転車はクルマの仲間です。
お酒を飲んで運転するのは違反です。

酒酔い運転：５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金
県内では、過去３年間で１５人の方が自転車乗車中の転落事故

で亡くなっており、そのうち９人に飲酒の状況が認められました。
お酒を飲んで自転車に乗るのは大変危険です。
絶対にやめましょう。

飲酒運転は、重大事故に直結する悪質な犯罪です。
酒酔い運転：５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 → 即免許取消
酒気帯び運転：３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金 → 免許停止又は取消

お酒を飲んだ後は、正常な判断ができなくなるので、お酒を飲む前に
帰宅方法を考えておきましょう。

二日酔いでも飲酒運転です。翌朝も注意しましょう。

歩いて帰る時も注意を！

自転車に乗ってはいけません！

飲酒運転は犯罪！


